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むつ市の概要 人口 

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 

人口 61,066 58,055 55,074 51,809 48,419 45,014 41,599
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人口将来推計 2010年（Ｈ22） 61,066人 

2040年（Ｈ52） 41,599人 

31.9％の減少率 

2010

年 

2015

年 

2020

年 

2025

年 

2030

年 

2035

年 

2040

年 

65歳以上 25.4% 30.1% 34.1% 36.4% 38.1% 39.8% 42.1%

15～64歳 61.2% 57.7% 54.8% 53.3% 52.2% 50.7% 48.4%

0～14歳 13.4% 12.2% 11.1% 10.3% 9.7% 9.4% 9.4%
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年齢区分別比率将来推計 

2010年（Ｈ22） 25.4％ 

2040年（Ｈ52） 42.1％ 

65歳以上人口が
4割以上 

高齢化率 

資料：国立社会保障・人口問題研究所 



むつ市都市政策課 急激な人口減少・高齢化社会によって 
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1. 人口減少に伴う大幅な歳入の減 
2. 高齢化社会による社会福祉費の割合が増大 
3. 公共施設の老朽化による維持管理更新費の増大 
4. 人口密度低下による空き家・空き地の増大 
5. 危険空き家の増大 
6. 市街地拡大による維持管理費のコスト増 
7. 既存商業施設・病院・福祉施設等の閉店・撤退 
8. 収入＜支出＝赤字 

まちの運営コストの適正化を図ることが大切 

暮らしにくく、魅力のないまちとなって、さらに人口減少が加速 
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コンパクトシティ構想 

コンパクトシティ構想とは 

1. 今ある、公共交通、インフラ、公共施設、商業施設、病院、福祉
施設等が存続していく（今ある“まち”が暮らしやすいまちである） 

2. 魅力があり、安全安心なまちである 
3. 適正な都市経営コスト・財政運営によるまちづくり 
4. 適切な土地利用の推進 

都市計画による土地利用、立地適正化計画によるコンパクトシティ
プラスネットワーク、ファシリティマネジメントである公共施設等総合
管理計画、民間主導のまちづくり、魅力づくり・人口減少対策であ
るまち・ひと・しごと総合戦略、通常業務の適正化・赤字にならない
支出。これらによって、人口減少社会に備え、対処して行く 

人口減少下でも暮らしやすいまちを目指す 4 



むつ市都市政策課 各計画とコンパクトシティ構想の関係 

人口減少対策に特化した 
まちづくり 

従前からのまちづくり 

まち・ひと・しごと総合戦略 

新保育再編計画 

教育プラン 

障害者計画及び福祉計画 

子育てプラン21 

保健計画「健康むつ21」 

公営住宅ストック総合活用計画 

防災関係計画 

むつ市都市マス等 

長期総合計画 

公共施設等総合管理計画 

立地適正化計画 

地域強靭化計画 

コンパクトシティ構想をまちづくりの基礎 5 



むつ市都市政策課 コンパクトシティ構想の推進 都市計画編 

• 人口密度が薄くなる地域ばかりにならないようにする 

• これ以上街を拡大させず新たなインフラ整備の発生を防ぐ 維持管
理費の増大を防ぐ 

• 安全安心なまちにする 
• 今あるまちを大事にする 

都市計画の活用 
 
 
 
 
 
 
 

1. 立地適正化計画 

2. 特定用途制限地域 

3. 準都市計画区域 
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むつ市都市政策課 立地適正化計画 体系図 
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むつ市立地適正化計画 概要 

• 都市再生特別措置法第81条に規定され、多極型コンパクトシティ

プラスネットワークによる人口減少・高齢化社会に対応できるまち
としていくため、都市計画区域内における住宅と医療・福祉・商業
施設等の立地のありかたについて定める計画 

• 立地適正化計画で定めること 
1. 区域 ＝ むつ都市計画区域                 

2. 立地適正化に関する基本的な方針 

3. 居住誘導区域 

4. 都市機能誘導区域 

5. 宅地開発等のありかた 

立地適正化計画は平成29年3月策定予定 
スケジュールについては別紙 



むつ市都市政策課 立地適正化計画の区域イメージ図 

用途地域 
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むつ市都市政策課 居住誘導区域外における行為の届出 
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むつ市都市政策課 都市機能誘導区域外における行為の届出 
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むつ市都市政策課 居住調整地域 宅地開発等のありかた 
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むつ市都市政策課 居住調整地域と開発許可制度 
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むつ市都市政策課 居住調整地域と開発許可制度 
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立地基準とは 
都市計画法第34条に規定される基準 

ミニ開発以上の住宅開発について制限 
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立地適正化計画の策定後の動き 案 

昭和50年（1975年）4月1日決定時 現在（2015年）の用途地域 

• 立地適正化計画の見直し 
• 居住誘導区域、都市機能誘導区域に合わせた用途地域の見直し 
• 特別用途地区・地区計画などの活用によるきめ細やかな都市計画 

    （用途地域を緩めて、特別用途地区等で特定の建物用途を制限） 
• 都市計画道路の見直し 
• 民間主導のまちづくりを引き出す都市計画提案制度の見直し 

    （提案要件の面積規模の引き下げ） 
• 地区計画の申し出制度の制定 
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特定用途制限地域 

• 都市計画法第8条に規定される地域地区の一つです。 

• 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない地域（白
地地域）内において、その良好な環境の形成又は保持のため
当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、
制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です。
（都市計画法第9条第14項） 

• この都市計画で制限する建築物等の用途の概要が定められ
た上で、建築基準法に基づく市の制限条例（建築基準法第49
条の2）を制定することにより、建築物等の立地制限がされま
す。 

用途地域も地域地区の一つです。 



むつ市都市政策課 

居住環境保全地区 

• 開発行為の許可内容を引き継ぎ、住環境を保全 

特定用途制限地域の指定の方針 
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自然環境共生地区 

• 自然環境を保全し、市街地の拡大を行わない 

大方針 

• 新たな市街地の拡大を抑制 

産業業務地区 

• 建物用途が混在している状況を勘案しながら、大規模店舗の
立地を抑制 

幹線道路沿道地区 

• 幹線道路沿道としての土地利用を許容しつつ、大規模店舗の
立地を抑制 



むつ市都市政策課 

居住環境保全地区 
床面積が150㎡を超える店舗・飲食店、床面積が150㎡を超える事務所、ボーリング場・

スケート場・水泳場・ゴルフ練習場・バッティング練習場等、カラオケボックス等、マージャ
ン屋・ぱちんこ屋・射的場・勝馬投票券発売所等、キャバレー等、床面積が15㎡を超える
畜舎、倉庫業倉庫、工場 

特定用途制限地域による制限内容 

18 

自然環境共生地区 
床面積が500㎡を超える店舗・飲食店等、ボーリング場・スケート場・水泳場・ゴルフ練習

場・バッティング練習場等、マージャン屋・ぱちんこ屋・射的場・勝馬投票券発売所等、
キャバレー等 

産業業務地区 
床面積が1,500㎡を超える店舗・飲食店等、ボーリング場・スケート場・水泳場・ゴルフ練
習場・バッティング練習場等、マージャン屋・ぱちんこ屋・射的場・勝馬投票券発売所等、 

キャバレー等 

幹線道路沿道地区 
床面積が3,000㎡を超える店舗・飲食店等、ボーリング場・スケート場・水泳場・ゴルフ練

習場・バッティング練習場等、マージャン屋・ぱちんこ屋・射的場・勝馬投票券発売所等、
キャバレー等 



むつ市都市政策課 総括図 
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用途地域と白地地域 用途地域と特定用途制限地域 



むつ市都市政策課 都市計画決定手続き 今後の予定（変更する場合もあります） 

２．素案への意見書（要望・提案）受付（1か月） 

３．原案説明会  

６．都市計画法第17条に基づく2週間の案の縦覧 

17条縦覧：意見書受付 

５．都市計画公聴会 

7月10日～8月10日 

10月1日 

７．むつ市都市計画審議会 案審議 

11月13日～11月30日 

平成28年1月20日 

9月8日 

１．素案説明会  平成27年7月9日 

４．原案縦覧・公述人募集 

原案作成 

9月9日～9月28日 

案作成 

20 ８．建築基準法第49条の2に基づく建築物用途制限条例施行 平成28年4月1日 



むつ市都市政策課 素案への意見提出方法 

記入必要事項 
• 住所、氏名、電話番号 
• 職業、（お勤め先・任意） 

参考様式を作成していますので、よろしければご活用ください。 
• 参考様式の入手方法 

 素案説明会での配布、市ホームページからのダウンロード、 
市本庁舎都市政策課 カウンター 

意見書提出先 
• 〒035-8686 むつ市中央一丁目8番1号 
むつ市建設部都市政策課 都市計画担当 

• ＦＡＸ：0175-22-9718 
• Ｅメール： toshiseisaku@city.mutsu.lg.jp 

意見提出方法は、郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、直接提出とします。 
電話や口頭での意見は受付しませんのでご了承願います。 

意見書受付期間：平成27年7月10日（金）～8月10日（月） 

21 
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準都市計画区域について 

• 都市計画区域外では、100平方メートル

を超える集会場等などの一定の建築物
を除いて建築基準法による建築確認が
不要、1万平方メートル未満の開発行為
は許可が不要。 



むつ市都市政策課 準都市計画区域について 

• 都市計画区域とは異なり、土地利用の整序、又は環境の保全を目的に指定す
る区域です。 

• 準都市計画区域の指定権者は青森県です。 

• 建築基準法第3章（第8節を除く）の集団規程が適用されます。 

        → 接道義務、建ぺい・容積率等についての適合が必要となります。 

• 3,000㎡以上の開発行為は技術基準に基づく許可が必要となります。 

 → 宅地造成についての安全性、周辺環境との調整、消防上の安全等の確認。 
  ※都市計画区域外では、10,000㎡以上の大規模な開発行為については許可が必要。 

 

• 建築基準法による確認申請が必要となります。 

  ※都市計画区域外でも床面積100㎡以上の集会場、病院等の特殊建築物や 
    木造等を含む大規模建築物は従前から確認申請が必要です。 

建築基準法第6条第1項（1、2、3号） 

• 準都市計画区域の中には、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、
高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域及び伝統的建造物群保存地
区といった、土地利用の整序や環境保全を図る都市計画を定めることが出来
ます。 23 



むつ市都市政策課 川内地区 
建築基準法第6条第1項第4号による確認申請が必要な区域（昭和36年2月10日県告示） 
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むつ市都市政策課 準都市計画区域（検討案） 
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むつ市都市計画マスタープランにおいて地域の中心
地、地域生活商業エリアが位置づけられている点や現
状の市街地状況を考慮し、コンパクトな都市づくりを進
めるにあたって、ゆとりある生活環境の保全のため
に、川内地区及び脇野沢地区の上記赤丸箇所を対象
区域として検討しています。 

• 用途地域指定なし 
• 建ぺい70％ 
• 容積率200％ 
   白地地域と同等 
• 地形地物による区域指定 


